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宇都宮市国民保護計画（素案）に関するパブリックコメントについて 

 

１ パブリックコメントの実施状況  

(1) 意見募集期間 

  ・ 平成１８年８月１８日～平成１８年９月２０日（３４日間） 

 

 (2) 応募者数等 

  ・ 応募者数：７名，２５件（内訳：男性４名，女性２名，不明１名） 

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 
70 歳 

以上 
不明 計 

０ ０ １ ０ ２ １ ３ ７ 

  

２ 意見の概要と市の考え方 

 (1) 計画全体の考え方について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ ・ 市民の意見をよく聴いて計画を作

成してほしい。 

・ 運送，放送，電気，ガス事業者や，医

療，福祉関係機関等から構成する国民保護

協議会での審議，かつパブリックコメント

を実施し，計画を作成しました。 

２ ・ もっと以前から国民を保護するよ

うな仕組はあってもよかったのでは

ないか。 

・ 平成 16 年９月に国民保護法が施行さ

れ，武力攻撃事態等が発生した場合には，

国，県，市，関係機関などが連携協力し，

国民を保護する措置を行うことが定められ

ました。 

市は，国民保護法に基づき，平成 18 年

度中に計画を作成しました。 

３ ・ 計画について，今後必要があれば

見直しなど行っていくのか。 

・ 計画２ページの記述のとおり，計画につ

いては，今後，国民保護措置に係る研究成

果や訓練の検証結果，県国民保護計画の見

直し等を踏まえ随時見直しを行ってまいり

ます。 

４ ・ 計画は必ず作成しなければならな

いものなのか。「作成しない」とい

う選択肢はないのか。 

・ 国民保護法第３５条において，市町村は

国民保護計画を作成することが定められて

います。 

市においても，法に基づき，武力攻撃事

態等において国民の保護のための措置を的

確かつ迅速に実施するため，計画を作成し

ました。 
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５ ・ 武力攻撃のような万が一の事態よ

りも，地震や台風などの自然災害へ

の対策をしっかり考えてほしい。 

・ 自然災害への対処については，地域防災

計画を作成し，その対策に取り組んでいま

す。国民保護計画は，外部からの武力攻撃

やテロによる災害に対処するため作成する

ものです。 

 

 (2) 計画の具体性・実効性について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ 

 

・ 計画の実効性を高めるためにどん

な方法があるのか。 

２ ・ 特に消防など，いざ有事の際に，

計画のとおり動けなくては困る。 

３ ・ 火災に対する対応などで，日常の

訓練が重要である。統制のとれた動

きをとれないと，いざという時に役

に立たない。 

４ ・ 地域住民を誘導する際の号令訓練

も行ったほうがよい。 

・ 計画は，武力攻撃事態等が発生した場合

の対処について，基本的な事項を定めたも

のです。今後，計画の実効性を高めるた

め，警報の伝達や避難誘導等に関するマニ

ュアルを整備します。 

また，計画 30～31 ページの記述のとお

り，職員についても，研修を通じた国民保

護措置の実施に必要な知識の習得や，実践

的な訓練による，武力攻撃事態等における

対処能力の向上を図ってまいります。 

地域においても，自主防災会の研修等を

通じ，国民保護に関して理解を得たいと考

えております。 

５ ・ 情報の共有が重要であり，市対策

本部と自主防災会長をストレートに

つなぐ連絡手段が必要ではないか。

 

・ 自主防災会は，地域と密接なつながりを

持っており，迅速な情報の伝達に重要な役

割を担っていると考えております。市対策

本部は，国民保護の措置の総合的な推進を

担う組織であり，自主防災会への直接的な

情報の伝達については消防本部が担うこと

になりますが，具体的な方法については今

後検討してまいります。 

 

(3) 計画の普及・啓発について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ ・ 計画の中には難解な専門用語が多

く，意味がわからないものがある。

２ 

 

・ 計画中，「武力攻撃災害」という

言葉を使用しているが，災害という

・ 計画の資料編に用語集を掲載し，専門用

語について説明を行います。 

 

《国民保護法第２条第４項より，「『武力攻

撃災害』とは，武力攻撃により直接または

間接に生ずる人の死亡又は負傷，火事，爆
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言葉は一般的に自然災害などを連想

させ，まぎらわしく感じる。 

発，放射性物質の放出その他の人的又は物

的災害をいう」と定義されています。》 

３ ・ 近隣の国でも非常に危険を感じる

ことを行っている国がある。突然ミ

サイルの発射などがあった時に、ど

うしたらいいか，もっとＰＲしなけ

ればならないと思う。 

４ ・ 特殊標章について周知が必要であ

る。 

・ 計画 37 ページの記述のとおり，今後，

市民が国民保護措置に関する正しい知識を

身につけられるよう，インターネットの活

用やパンフレットを作成し普及・啓発を行

ってまいります。特に，有事の際にとるべ

き行動について，その種類毎に，具体的に

イメージできるような啓発方法について検

討してまいります。 

 

(4) 地域住民の理解・協力について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ ・ 各地域には消防団員，自衛隊，消

防などのＯＢがたくさんいる。人材

を使わないともったいない。 

２ ・ 防災への取組や子供の見守りなど

を通じ，地域のコミュニティ作りを

行うことが重要である。 

３ ・ 居住地区（戸祭地区）には防災会

があり、年に一度小学校で訓練を行

っているが，地区での参加は低いよ

うに思う。どうしたら住民が参加す

るか，もっと地区への指導が必要で

あると感じる。皆がまとまることが

この事業にもつながると思う。 

４ ・ 居住地区（戸祭地区）にはマンシ

ョンやアパートが多く誰が居るかも

わからない。本当に戦争があった時

に助け合えるのか心配である。 

・ 災害発生時や国民保護措置の実施の際の

避難住民の誘導や救援等では，自主防災会

を中心とした地域の果たす役割は重要であ

ることから，今後も，地域の人材を有効に

活用したコミュニティ作りを通じ，地域の

防災力の向上に努めてまいります。 

計画 23 ページの記述のとおり，市にお

いても，自主防災会間の連携や，宇都宮市

防災市民ネットワークを活用し，地域の連

携が図られるよう配慮してまいります。 

 

５ ・ 防災で進めている家庭内備蓄を国

民保護の取組でも進めるべきであ

る。 

・ これまでも防災のための家庭内備蓄につ

いては普及・啓発を行ってまいりました

が，国民保護措置においても家庭内備蓄は

有効であり，今後も広報等を利用し，なお

一層普及に努めてまいります。 

・ 計画 37 ページに，家庭内備蓄について

新たに記述を加えました。 
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(5) 要援護者の支援について 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ ・ 要援護者がいる家庭では，ライト

付きラジオを備えておくとよい。情

報を得ることが一番大切である。 

２ ・ 住民の保護に当たって，自分の住

居地区（戸祭地区）は高齢者が多

く，同居の両親も高齢のことから，

本当に避難が必要な事態が起きたら

どうなるのかと心配である。 

３ ・ 自主防災会の目印として，帽子や

服など統一されるとよい。要援護者

の救援などで，活動がしやすくな

る。 

・ 高齢者，障害者等要援護者の避難に当

たっては，情報の伝達や運送手段等，特

に配慮が必要でありますことから，現在

作成中の宇都宮市災害時要援護者対応マ

ニュアルに基づき，具体的に対応してま

いります。 

・ 計画 53 ページに，宇都宮市災害時要援

護者対応マニュアルについて新たに記述

を加えました。 

 

(6) その他 

№ 意見の内容 意見に対する市の考え方 

１ ・ 復旧について，住民の力だけでは不

十分。行政の手助けが必要である。 

・ 計画の 77～78 ページの記述のとお

り，復旧に当たっては，国が所要の法制

を整備します。特に大規模な武力攻撃災

害が発生したときは，国全体としての復

旧に向けての方向性について検討を行い

ます。 

  市は，国が示す方針に基づき，県と連

携して復旧活動を実施してまいります。

２ ・ 計画の中では，特に住民の避難につ

いて重要性を感じる。 

 

・ 国民保護法では，国民の生命，身体及

び財産を保護するため，三つの柱として，

「避難」，「救援」，「被害の最小化」を

国や地方公共団体等の重要な役割として定

めており，「避難」について，計画 32 ペ

ージ記述のとおり，平素から，避難実施要

領のパターンの作成，隣接する市町との連

携の確認，民間事業者の協力確保等につい

て取り組むとともに，有事の際は，計画

50 ページ記述のとおり，避難実施要領の

策定，避難住民の誘導等を行ってまいりま

す。 
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３ ・ 赤川ダムについて記載があるが，住

民により深刻な被害をもたらすのは鬼

怒川上流のダムであり，そういったも

のについても触れるべきではないか。

 

・ 赤川ダムは，市に所在する生活関連等

施設として計画 13 ページに盛り込んで

いますが，鬼怒川上流のダムについて

は，他市町に所在する施設であることか

ら，県の計画や他市町の計画に盛り込ま

れるものです。 

 


